
3都計諮問第 3号

つくば市都市計画審議会

研究学園都市計画地区計画「上河原崎 。中西地区地区計画」を次のとおり変更し

たいので、つくば市都市計画審議会条例 (昭和 63年条例第 120号)の規定により付

議します。

令和 4年 (2022年 )3月 25日

つくば市長 五 十 嵐 立 青



研究学園都市計画地区計画の変更 (つ くば市決定 )

都市計画上河原崎 。中西地区地区計画を次のように変更する。

名   称 上河原崎 。中西地区地区計画

位   置
つくば市面野井、上河原崎、上河原崎元中北、上河原崎元宮本、上河原

崎下河原崎入会地、下河原崎及び島名の各一部

面   積 糸91 6 8.  2 ha

地区計画の日標

本地区は、市南西部に位置 し、つくばエクスプレス沿線開発地域の一つ
である上河原崎・中西特定土地区画整理事業区域内の地区である。

この地区は、つくばエクスプレス万博記念公園駅から約1.5kmに位置し、
都市計画道路3・ 2・ 34号真瀬今鹿島線、3・ 3・ 13号松代河原崎線、3・ 4。 62号上
河原崎東環状線、3・ 4,63号上河原崎西環状線、一般県道土浦坂東線バイパ
スが計画されており、また、地区南側には都市計画道路3・ 2・ 42号島名上河
原崎線が整備され、交通環境が飛躍的に向上していくことが見込まれる。

本計画は、つくばエクスプレス沿線開発地域の都市像である「つくばな
らではのゆとりある都市と暮 らしの創造」を目指 し、事業施行後の市街化
を計画的に誘導し、地区の立地特性をいかした商業施設、公益施設、住宅
等が複合 した良好な田園市街地の形成と、将来にわたる地区環境の保全を
図つていくことを目標 とする。
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本地区の立地特性をいかし、地区内外と連結する広域的道路の交差部を
中心とした拠点性の高い活力ある魅力的なまちづくりを進めるとともに、
周辺の田園地域との調和にも配慮 しつつ、次の地区に区域を区分し適切な
土地利用を誘導する。

1-般住宅A地区
戸建て住宅を主体とする緑豊かでゆとりある低層住宅地の形成を図

る。

2-般 住宅B地区
街並みに配慮した低層または中層の住宅を誘導 し、緑豊かでゆとりあ

る住宅地の形成を図る。

3沿道住宅A地区
補助幹線道路等の沿道部に、街並みに配慮 した低層又は中高層の住宅

や商業業務施設等を誘導 し、緑豊かな住宅・商業共存ゾーンの形成を図
る。

4沿道住宅 B地区
補助幹線道路の沿道部に、既存施設と共存 した沿道住宅ゾーンの形成

を図る。

5共同住宅地区
街並みに配慮 した低層や中高層の共同住宅を誘導 し、緑豊かでゆとり

ある共同住宅ゾーンの形成を図る。

6セ ンター地区
幹線道路の交差部付近の大規模な街区において、大・中規模な店舗等

を誘導するとともに、多様な都市機能の集積を図 り拠点の形成を図る。

7誘致施設A地区
研究所、研究開発型工場、事業所、その他商業業務施設など環境に配

慮 した施設を誘導 し、緑豊かな研究・業務 。商業ゾーンの形成を図る。

8誘致施設B地区
既存施設と共存を図りつつ、近隣の居住環境に配慮 した生産系工場、

事業所等を誘導 し、緑豊かな工業ゾーンの形成を図る。
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10宅地一体型民有緑地地区

敷地内の樹林地、草地等を一定規模保全し、それと一体的に建築され

た戸建て住宅等を誘導し、まとまりのある緑地を有した林間住宅ゾーン

の形成を図る。

11緑地保全型民有緑地地区

敷地内に現存する樹林地、草地等を保全し、良好な都市環境を保全 し

ていく緑地保全地区や市民に公開し憩いの場となる市民緑地とするな

ど、地域の緑地資産の保全を図る
みを得ない事情により、敷地を緑地以樹林地、草地等の消失その他やイ

外に利用する場合においても、緑地の維持・保全を図つていくものとす

る。

12緑景観住宅地区
民有地を活用 した景観緑地と戸建住宅地の一体形成により、日照や通

風が良好な住宅地ゾーンを形成する。
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土地区画整理事業により整備される都市計画道路、区画道路、歩行者専

用道路、公園、緑地等については、その機能の維持保全を図る。
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協を郵評勤蝿:鸞巖期聯観詠
制限」について制限を定める。

(1)建
筵霙栃腐果篭易澱埓途の混在化を防止 し、土地利用の方針で目指

す市街地像を誘導する。

(2)建
黍絶2詩碁雇詈岳是C弩⊆地利用に適 した敷地規模を誘導 し、良

好な市街地環境を形成する。

(3)三

二;警§:g3写ξ協ヱ号を言§換姦昌魯骨豪ヨ曇書とそ侯旱そ
めに、道路や隣地境界に沿って建築物を後退させ空地を確保する。

(4)建
奮探寒目違冥憂房探墨を目的に、一般住宅B地区において、建築

物の高さの制限を定める。

(5)か
轟畳景募畠縁露意蜜棚矮みを形成していくために、かき又はさく

の素材、構造、設置位置などを土地利用に合わせ誘導 していく。

建築物等の形態又は意匠については、美観・風致を損なわないものと

し、刺激的な色彩又は装飾を用いないこととする。
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これらの緑地や植栽地の部分については、適切な維持管理を行つてい

くものとする。
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地区区分
名称 一般住宅A地区 一般住宅B地区 沿道住宅A地区 沿道住宅B地区 共同住宅地区 センター地区 誘致施設A地区 誘致施設B地区 沿道サービス地区 壱地一体型民有緑地地区忌地保全型民有緑地地区 緑景観住宅地区

面積 イt47 5ha 約8 4ha 約31 4ha 約0 3ha 約0 3ha 約15 5ha 約27 2ha 約6 3ha 約28 8ha 約1 0ha 約0.3ha 約1 2ha
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建築物等の
用途の制限

次の各号に掲げ てはならない。

れらに類する食品製造業を営むもの(原動機
を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機
を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、
作業場の床面積の合計が50露以内のもの(原

動機を使用する場合にあつては、その出力の
合計が0 75kw以 下のものに限る。)を除く。)

(2)床面積の合計が15言を超える畜舎

の他これに類するも
(2)マージャン屋、ばち

んこ屋、射的場、勝
馬投票券発売所、
場外車券売場、場
内車券売場、勝舟
投票券発売所その

他これら|こ類するも

(2)下宿
(3)事務所、店舗その他これ

らに類するもの(共同住
宅の2階以下の部分を
当該用途に供するもの
を除く。)

(4)ホテル、旅館
(5)ボ ーリング場、スケート

(2)下宿
(3)マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売
場、場内車券売場、勝

(3)キヤバレー、料理店、
ナイトクラブ、ダンス
ホールその他これら

場、水泳場、スキー場、ゴ

ルフ練習場、及びバッ
ティング練習場その他こ

舟投票券発売所
(4)キ ャバレー、料理店、ナ

イトクラブ、ダンスホール
その他これらに類する
もの

に類するもの れに類するもの
(4)劇場、映画館、演芸 (6)工場(共同住宅の2階以

場若 下の部分に併設するパ
ン屋、米屋、豆腐屋、菓子
屋その他これら1こ類する
食品製造業を営むもの
(原動機を使用する魚肉
の練製品の製造又は糖
衣機を使用する製品の
製造を行うものを除く。)

で、作業場の床面積の
合計が50ポ以内のもの
(原動機を使用する場合
にあつては、その出力の
合計が0 75kw以 下のも
のに限る。)を除く。)

の他これらに類する
もの

(5)床面積の合計が15

∬を超える畜舎

(7) 5∬を

(1)住宅
(2)下宿
(3)マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売
場、場内車券売場、勝
舟投票券発売所その
他これらに類するもの

(4)キ ャバレー、料理店、ナ
イトクラブ、ダンスホー
ルその他これら1こ類す
るもの

(5)劇場、映画館、演芸場
若しくは観覧場又は店
舗、飲食店、展示場、遊
技場その他これらに類
する建築物でその用
途に供する部分 (劇

場、映画館、演芸場又
は観覧場の用途に供
する部分にあつては、
客席の部分に限る。)

の床面積の合計が
10,000ポを超えるもの

(1)住宅
(2)共同住宅
(3)下宿
(4)ボ ーリング場、スケート

場、水泳場、スキー場、
ゴルフ練習場、及び
バッティング練習場そ
の他これに類するもの

(5)マ ージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車
券売場、場内草券売
場、勝舟投票券発売
所その他これら1こ類
するもの

(6)カ ラオケボックスその
他これに類するもの

(7)床面積の合計が15ポ

を超える畜舎

(1)住宅
(2)共同住宅(事務所、店

舗その他これらに類
する用途に供する部
分を有するものを除

(3)下宿
(4)劇場、映画館、演芸場

若しくは観覧場又は
店舗、飲食店、展示
場、遊技場、勝馬投票
券発売所、場外車券
売場、場内草券場、勝
舟投票券発売所その
他これら|こ類する建
築物でその用途に供
する部分 (劇場、映画
館、演芸場又は観覧
場の用途に供する部
分にあっては、客席の
部分に限る。)の床面
積の合計が10,000だ

を超えるもの

(1)ケ尊司イ主宅

(2)

(3)

長屋
寄宿舎又は下宿

建築物の敷地面
積の最低限度

180だ 500だ 300だ 200rr

壁面の位置
の制限

1建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上とする。

(2)道路のすみ切り部分の境界線までの距離は05mとする。
(3)隣地との境界線までの距離はlmとする。 とする。ただし、当該境

界線から垂直方向の
敷奥行きが50m以 下と
なる部分の境界線延
長が、当該境界線の総
延長の過半を占める

とする。ただし、当該境
界線から垂直方向の
敷奥行きが50m以 下
となる部分の境界線
延長が、当該境界線
の総延長の過半を占
める場合は2mとする。

(2)計画図表示の道路境
界線Bとの境界線まで
の距離は5mとする。

(3)上記以外の道路との

'党

界線までの距離は2

mとする。
(4)道路のすみ切り部分

の境界線までの距離

の距離は2mとする。
(2)道路のすみ切り部分

の境界線までの距離
は05mと する。

(2)道路のすみ切り部分の境界線までの距離は05
mとする。

(3)隣地との境界線までの距離はlmとする。

場合は2mとする。
(2)上記以外の道路との

境界線までの距離は2

mとする。
(3)道路のすみ切り部分の

境界線までの距離は
05mとする。

14)隣地との境界線までの

距離は2mとする。
は05mと する。

(5)隣地との境界線まで
の距離は2mとする。

2

(1)

いては、
中 さの合計が3m以下であること。

(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが23m以 下で、かつ、床面積の合計が5∬以内であること.

建築物等の
高さの最高限度

15m

かき又はさくの
構造の制限

逼路友び瞬地境界に向するかき又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

(1)生垣

(2)地盤面からの高さ1.5m以 下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ06m以 下の基礎の部分はこの限りでない。)

(3)木、竹、土、漆くい、自然石、レンガ、瓦その他これらに類する天然材を主要材に用いた塀(ただし、高さ06m以下の基礎の部分はこ
の限りでない。)

道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門
柱はこの限りでない^

道 ,各及び隣地境界に面するかき又はさくの構造は、次の各サの一に掲げるものとする。ただし、門柱はこ
の限りでない。
(1)生垣

(2)地盤面からの高さ15m以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ06m以下の基礎の部
分はこの限りでない。)

(1)生垣
(2)地盤面からの高さ15m以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ

06m以下の基礎の部分はこの限りでない。)

(3)前各号以外の構造で、壁面の位置の制限に規定する距離まで道路境界線から
後退させて設けたもの

土地の利用に
関する事項

取地面積の50%以上を樹
林地、革地等として維持、
保全を図る。

家地困にナ兄子子丁る樹杯
地、革地等はその維持、
保全を図る。ただし、建築
物の敷地その他緑地以
外に土地利用する場合
は、敷地面積の50%以 上
を樹林地、草地等として
維持、保全を図る。

適用の除外

1層梨靱等に関丁る望 只の9ろ 1建染夕の以地向横の最低限度Jの規疋
~に

関しては、不地区計口に係る者l∫下計山央疋
~の

際、現に建築物の数地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地
について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用を除外する。

2土地区画整理法(昭和29年法律第119号 )第 98条の規定による仮換地の指定を受けた土地で、建築物の敷地面積の最低限度の規定に適合しないこととなる土地について、前項の規定を準用する。
3建築物等に関する事項の規定に関して′ィま、市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めたものについて、適用を除外する。

理 由

上辛,T原崎・中西地区の用途地域の変更を行うとともに、事業施行後の市街化を計画的に誘導し、地区の立地特性をいかした商業・業務施設等が複合した良好な田園市街地の形成と、将来にわたる地区環境の保全を図るため、本地区計画を変更するものである。



上河原崎 。中西地区地区計画 新旧対照表

変更前 変更後 変更箇所 :赤字

名   称 上河原崎・中西地区地区計画

位    置
つくば市面野井、上河原崎、河原崎元中北、上河原崎元宮本、上河原崎下河原崎

入会地、下河原崎の各一部及び島名の一部

面    積 約 168. 2ha

地区計画の 目標

本地区は、市南西部 に位置 し、つ くばエクスプ レス沿線開発地域の一つで
ある上河原崎・中西特定土地区画整理事業地の地区である。

この地区は、つ くばエクス プ レス万博記念公園駅か ら約 1 5kmに位置 し、
都市計画道路 3・ 2・ 34号 真瀬今鹿島線、 3・ 3・ 13号 松代河原崎線、3・ 牛 62号上
河原崎東環状線、 3・ 牛 63号上河原崎西環状線、一般県道上浦坂東線バイパ
スが計画 され てお り、また、地区南側 には都市計画道路 3・ 2・ 42号島名上河
原崎線が整備 され、交通環境が飛躍的に向上 してい くことが見込まれ る。

本計画は、つ くばエクス プ レス沿線開発地域の都市像である「つ くばな
らではのゆ と りある都市 と暮 らしの創造」 を目指 し、事業施行後の市街化
を計画的に誘導 し、地区の立地特性 をいか した商業施設、公益施設、住宅
等が複合 した良好な田園市街地の形成 と、将来にわたる地区環境の保全を
図 つてい くことを目標 とする。
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土 地 利 用 の

方    針

本地区の立地特性 をいか し、地区内外 と連結す る広域的道路の交差部 を
中心 と した拠点性の高 い活力ある魅力的なまちづ くりを進めるとともに、
周辺の田園地域 との調和にも配慮 しつつ、次の地区に区域 を区分 し適切な
土地利用 を誘導する。

1-般 住宅 A地区

戸建て住宅を主体 とす る緑豊かでゆ とりある低層住宅地の形成 を図
る。

2-般 住宅 B地区

街並み に配慮 した低層または中層の住宅を誘導 し、緑豊かでゆ と りあ
る住宅地の形成 を図る。

3沿道住宅 A地区

補助幹線道路等の沿道部 に、街並みに配慮 した低層又は中高層の住宅
や商業業務施設等 を誘導 し、緑豊かな住宅・商業共存 ゾー ンの形成 を図
る。

4沿道住宅 B地 区

補助幹線道路の沿道部に、既存施設 と共存 した沿道住宅 ゾー ンの形成
を図る。

5共同住宅地区

街並み に配慮 した低層や中高層の共同住宅を誘導 し、緑豊かでゆ とり
ある共同住宅 ゾー ンの形成 を図る。

6セ ンター地区

幹線道路の交差部付近の大規模な衝区において、大・ 中規模な店舗等
を誘導す るとともに、多様 な都市機能の集積 を図 り拠点の形成を図る。

フ 誘致施設A地区

研究所、研究開発型工場、事業所、その他商業業務施設など環境 に配
慮 した施設 を誘導 し、緑豊かな研究・業務・商業 ゾー ンの形成 を図る。

8誘致施設B地 区

既存施設 と共存 を図 りつつ、近隣の居住環境 に配慮 した生産系工煽、
事業所等 を誘導 し、緑豊かな工業 ゾー ンの形成 を図る。

名   称 上河原崎・中西地区地区計画

位   置
つくば市面里予井、上河原崎、上河原崎元中北、上河原崎元宮本、上河原崎下河原崎

入会地、下河原崎及び島名の各一部

面   積 約 168 2 ha

地区計画の目標 纂絲羹鰈健舞議甦讐1翅輯綽していくことが見込まれる。
与B:R畿:i::そ!言饒息::g義|ョ::::ζど::二:魯阜辱と

'

区
域

の
整

備

・
開

発

及
び

保

全

の
方

針

土地利用の

方針

婿とこ言i吉:与勇様宅曽た普写ど欽:響ζ三二髯尊ξ燿竃写]i尾豊と法累
1-BttLイ主宅A地区

戸建て住宅を主体とする緑豊かでゆとりある低層住宅地の形成を図る。

2-般住宅B地区

街並みに配慮 した低層または中層の住宅を誘導し、緑豊かでゆとりある住宅地の
形成を図る。

3沿道住宅A地区
補助幹線道路等の沿道部に、街並みに配慮 した低層又は中

施設等を誘導し、緑豊かな住宅・商業共存ゾーンの形成を図

4沿道住宅B地区
補助幹線道路の沿道部に、既存施設と共存 した沿道住宅ゾーンの形成を図る。

5共同住宅地区

街並みに配慮した低層や中高層の共同住宅を誘導し、緑豊かでゆとりある共同住
宅ゾーンの形成を図る。

6セ ンター地区

幹線道路の交差部付近の大規模な街区において、大・中規模な店舗等を誘導する
とともに、多様な都市機能の集積を図り拠点の形成を図る。

7誘致施謝 地区

研究所、研究開発型工場、事業所、その他商業業務施設など環境に酉己慮した施設
を誘導し、緑豊かな研究・業務・商業ゾーンの形成を図る。

8誘致施設B地区

既存施設と共存を図りつつ、近隣の居住環境に配慮 した生産系工場、事業所等を
誘導し、緑豊かな工業ゾーンの形成を図る。

る。



新旧封照表

理由                                                                                      一

つくばエクスプレス沿線いH発地域の日標である「つくばならではのゆとりある判∫市と慕らしの冷1造」の実現を目指し、とrサ ましい市街地形成のため、土地区 RLl整 ,ll事 業の土地利)円 計画に基づいた土地利用の誘導が必要である。
このため、用途地域の変更に合わせて、事業施行後のi竹 街化を計画的に誘導し、地区の立地特性をいかした商業・業務施設等が複合した良好な円国市街地の形成と、将来にわたる地区環境の保全を図るため、本地区言1画を変更するものである。

ili丁原nt。 中 l町 地 Xの用途 lLl文のな史を行うととも1こ 、lf来施行後の,I∫街化を言IF町 的に1'あ やし、地区の立地牛+‖ :を いかした,埼業・業務施設午が複介した良′てrな IIIHl市を,地の形lJ覧 と、将来にわたる地IX興境の保全をHるため、本地区市「山「を変更するものである.

上段 :変更前

地区区分
名称 一般住宅A地区 一般住宅B地区 沿道住宅A地区 沿道住宅B地区 共同住宅地区 センター地区 誘致施設A地区 誘致施設B地区 沿道サービス地区 宅地一体型民有緑地地握録地保全型民有緑地地区 緑景観住宅地区

面積 私 175h角
れ`」もりl]a

“

Iチ1 lhn 約0 3ha 約0 3ha 約 15 5ha
ネ〕″7ク h∩

約6 3ha
ネ12A RhЯ 約1 0ha 約0 3ha 約1 2ha

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等

に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

の他これに類するも
(2)マ ージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝
馬投票券発売所、
場外車券売場、場
内車券売場、勝舟
投票券発売所その
他これら1こ )質するも

(3)キヤバレー、料理店、
すイトクラブ、ダンス
ホールその他これら
に類するもの

(4)劇場、映画館、演芸
場若しくは観覧場又
は展示場、遊技場そ
の他これら1こ類する
もの

(5)床面積の合計が15

∬を超える畜舎

下宿

(3)事務所、店舗その他これ
らに類するもの(共 同住
宅の2階以下の部分を
当該用途に供するもの
を除く。)

(4)ホテル、旅館
(5)ボーリング場、スケート

場、水泳場、スキー場、ゴ
ルフ練習場、及びバッ
ティング練習場その他こ
れに類するもの

(2)下宿
(3)マージャン屋、ばちんこ

屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売
場、場内車券売場、勝
舟投票券発売所

(4)キャバレー、料理店、ナ
イトクラブ、ダンスホール
その他これらに類する
もの

(6)工場(共 同住宅の2階以
下の部分に併設するパ
ン屋、米屋、豆腐屋、菓子
屋その他これら1こ類する
食品製造業を営むもの
(原動機を使用する魚内
の練製品の製造又は糖
衣機を使用する製品の
製造を行うものを除く。)

で、作業場の床面積の
合計が50∬以内のもの
(原動機を使用する場合
にあっては、その出力の
合計が0 75kw以 下のも
のに限る。)を除く。)

(7)床面積の合計が15∬ を
超える畜舎

(1)住宅
(2)下宿
(3)マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売
場、場内車券売場、勝
舟投票券発売所その
他これらに類するもの

(4)キャバレー、料理店、ナ
イトクラブ、ダンスホー
ルその他これら1こ類す
るもの

(5)劇場、映画館、演芸場
若しくは観覧場又は店
舗、飲食店、展示場、遊
技場その他これら1こ類
する建築物でその用
途に供する部分 (劇

場、映画館、演芸場又
は観覧場の用途に供
する部分にあつては、
客席の部分に限る。)

の床面積の合計が
10,000だ を超えるもの

(1)住宅
(2)共 同住宅
(3)下宿
(4)ボーリング場、スケート

場、水泳場、スキー場、
ゴルフ練習場、及び
バンテイング練習場そ
の他これに類するもの

(5)マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車
券売場、場内車券売
場、勝舟投票券発売
所その他これらに類
するもの

(6)カ ラオケボックスその
他これに類するもの

(7)床面積の合計が15r
を超える畜舎

共同住宅(事務所、店
舗その他これら1こ類
する用途に供する部
分を有するものを除

(3)下宿
(4)劇場、映画館、演芸場

若しくは観覧場又は
店舗、飲食店、展示
場、遊技場、勝馬投票
券発売所、場外車券
売場、場内車券場、勝
舟投票券発売所その
他これらに類する建
築物でその用途に供
する部分 (劇場、映画
館、演芸場又は観覧
場の用途に供する部
分にあっては、客席の
部分に限る。)の床面
積の合計が10,000だ

を超えるもの

(1)共 同住宅
(2)長屋
(3)寄宿舎又は下宿

建築物の敷地面
積の最低限度

180∬ 500∬ 300ポ 200ポ

壁面の位置
の制限

1建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上とする。
つ

の距離はlmとする。
(2)道路のすみ切り部

分の境界線までの

距離は05mとする。
(3)隣地との境界線まで

の距離はlmとす

スと (2)道路のすみ切り部分の第界線までの距離は05mとする。
(3)隣地との境界線までの距離はlmとする。

下 は5m 界線までの距離は5m の距離は2mとする。
(2)道路のすみ切り部分

の境界線までの距離
は05mとする。

(2)道路のすみ切り部分の境界線までの距離は05
mとする。

(3)隣地との境界線までの距離はlmとする。

-4032号線との境界
線までの距離は12m
とする。

(2)市道7-4032号 線を
除く道路との境界線
までの距離はlmとす
る。

(3)隣地との境界線まで
の距離はlmとする。

(4)道路のすみ切り部分
の境界線までの距離
は05mとする。

距離は2mとする。
(2)上記以外の道路と

の境界線までの距
離はlmとする。

(3)道 路のすみ切り部
分の境界線までの

距離は05mと する。

路」という。)、 土浦坂東
線バイパスとの境界線
までの距離は5mとす
る。ただし、当該境界線
から垂直 方向の敷地
奥行きが50m以 下とな
る部分の境界線延長
が、当該境界線の総延
長の過半を占める場合
2mとする。

とする。ただし、当該第
界線から垂直方向の
敷奥行きが50m以 下と
なる部分の境界線延
長が、当該境界線の総
延長の過半を占める
場合は2mとする。
上記以外の道路との
境界線までの距離は2

ただし、

敷奥行きが50m以 下

(4) (2) (2)

となる部分の境界線
延長が、当該境界線
の総延長の過半を占
める場合は2mとする。
計画図表示の道路境
界線Bとの境界線までの距離はlmとす

mとす の距離は5mとする。
(3)上記以外の道路との

境界線までの距離は2

mとする。
(4)道路のすみ切り部分

の境界線までの距離
は05mと する。

(5)隣地との境界線まで
の距離は2mとする。

(2)計画図表示の道路境 (3) み切り
界線Aとのナ免界線まで
の距離は5mと する。

(3)上記以外の道路との境
界線までの距離は2mと

(④

05mとする。
隣地との境界線までの
距離は2mとする。

する。
(4)道路のすみ切り部分の

境界線までの距離は
05mと する。

(5)隣地との境界線までの

2 つ し |ま、この
(1)外壁等の中 下であること。

15m
建築物等の

高さの最高限度

かき又はさくの
構造の制限

道躇友び隣地境界に面するかき又はさくの搭造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

(1)

(2)

(3)

生 垣

地盤面からの高さ15m以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ06m以下の基礎の部分はこの限りでない。)

木、竹、上、漆くい、自然石、レンガ、瓦その他これらに類する天然材を主要材に用いた塀(ただし、高さ06m以下の基礎の部分はこ
の限りでない。)

道ユ各に面するかき又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門

(2)地盤面からの高さ15m以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ
06m以下の基礎の部分はこの限りでない。)

(3)前各号以外の構造で、壁面の位置の制限に規定する距離まで道路境界線から
後退させて設けたもの

る。
の

地盤面からの高さ15m以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ06m以 下の基礎の部
分はこの限りでない。)

土地の利用に
関する事項

敷地面積の50%以 上を樹
林地、草地等として維持、
保全を図る。

以地円に
'見

仔する樹わト
地、草地等はその維持、
保全を図る。ただし、建築
物の敷地その他緑地以
外に土地利用する場合
は、敷地面積の50%以 上
を樹林地、草地等として
維持、保全を図る_

適用の除外

1建染1″〃等に関する争工貝のうアっ1建築物の敷地面積の最低限反」の規疋
~に

関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規走
~に

適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地
について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用を除外する。

2 19号)第 98条の規定による仮換地の指定を受けた土地で、建築物 合しないこととなる土地について、前項の規定を準用する。



圏央道交
差部2

圏央道交
差部1

3・3・609
島名・福田坪３号近隣公園

2.0ha

3・3・608
島名・福田坪２号近隣公園

2.2ha

松代第二地区
地区計画





理 由 書

つ くば市においては、筑波研究学園都市の建設や常磐 自動車道、首都圏中央連絡

自動車道、つ くばエ クスプ レスの整備 な ど、大規模 な都市基盤等の整備 を進 めてき

た ところであるが、引き続 き関連す る開発計画区域 の都 市整備 を計画的に実施す

るととともに、既成市街地及び集落の活性化並びに人 口の定着 を図 りなが ら、調和

の とれたまちづ くりを推進 してい くこととしている。

今回、都市計画 を変更す る上河原崎 。中西地区は、「つ くばな らではのゆ と りあ

る者【市 と暮 らしの創造」を 目指すつ くばエ クスプ レス沿線地域 として、つ くばエ ク

スプ レス と一体 となったまちづ くりを進 めている。また、「つ くば市都市計画マス

タープ ラン 2015」 においては、 田園 と調和 した良好 な居住環境や利便性 を確保す

るため、土地 区画整理事業の進捗や人 口定着の状況 に合 わせ、計画的な公共公益施

設 の整備 を推進す るとともに、土地利用計画 に応 じた適切 な用途地域 の配置や地

区計画 の導入 によ り、街並みの維持 。保全 を図ることを位 置づ けている。

当地 区は、平成 H年 6月 に市街化 区域への編入 を行 い、併せて用途地域 (暫 定

的に地 区全体 を第一種低層住居専用地域、建蔽率 40%、 容積率 60%に 指定 )、 土地

区画整理促進 区域、特定土地区画整理事業等の都市計画 を定め、平成 13年 2月 に

茨城県が施行者 として土地区画整理事業の事業認可 を取得 している。

その後、土地 区画整理事業の事業計画変更に合わせ 、その変更内容に沿つて望ま

しい市街地形成 を図 るため、平成 20年、平成 23年 に用途地域 の変更並びに地区

計画の決定及び変更 を行 つた。

今回、第 4回及 び第 5回 事業計画変更 にお ける土地利用計画 が変更 された こと

に伴い、地 区計画 を変更す るものである。



都市計画を変更する土地の区域

1 都市計画の種類

地 区計画

2 都市計画 を変更す る土地の区域

(1)一般住宅 A地 区

ア 追加す る部分

つ くば市上河原崎元宮本字前 山の一部

〃  島名字榎 内の一部

イ 削除す る部分

つ くば市下河原崎字下河原崎、字清上、字人升蒔、字谷 中台、字姥 山の

各一部

〃  島名字 中西、字榎 内、字戸面 山の各一部

(2)一 般住宅 B地 区

ア 追加す る部分

つ くば市下河原崎字下河原崎、宇三夜 下、字 中山、宇佐部井 山、字塚 山、字

長丁、字明神 山、宇三夜 山の各一部

イ 削除す る部分

つ くば市下河原崎字谷原 、字佐部井 山、宇人 ツ割 、宇下河原崎、字三夜 山、

宇明神 山の各一部

(3)沿 道住宅 A地 区

ア 追加す る部分

つ くば市上河原崎元宮本宇前 山の一部

〃  下河原崎字清上、字人升蒔、字谷 中台、字姥 山、字谷原 、字佐部井

山、字人 ツ割 、字下河原崎、宇三夜 山、字明神 山の各一部

イ 削除す る部分

つ くば市下河原崎字 中山、字佐部井 山、字三夜 山、字塚 山、字長丁、

字明神 山の各一部

(4)沿 道サー ビス地 区

ア 削除す る部分

つ くば市上河原崎元宮本字前 山の一部

〃  下河原崎字下河原崎、字三夜 下の各一部



〃  島名字榎 内、字戸面山の各一部

(5)誘 致施設 A地 区

ア 追加す る部分

つ くば市島名字 中西、字榎 内、宇戸面山の各一部



都市計画決定 (変 更)の経緯

事 項 年 月 日 備 考

当初決定 平成 20年 5月 15日 島名 上河原 崎線 沿道周辺 に指定

(13.9ha)

変 更 平成 23年 5月 31日 全域 に指定

素案の作成 令和 8年 10月

都市計画説明会 令 和 3年 H月 18日

令和 3年 11月 21日

会場 :茨城県土浦土木事務所つ く

ば支所

参加者 :10名

会場 :つ くば市役所会議室 202

参加者 :11名

原案 の公告・縦覧 令和 3年 12月 6日 ～

12月 20日

意見書の提 出な し

茨城県事前協議 令和 4年 1月 27日

案 の公告・縦覧 令 和 4年 2月 24日

～    3月 10日

意見書の提 出な し

都市計画審議会 令和 4年 3月 25日

茨城県知事協議 令和 4年 月 日

決 定告示 令 和 4年  月  日 つ くば市告示第  号



3都計諮問第 3号 研究学園都市計画地区計画の変更について (つ くば市決定)

都市計画法第 17条第 2項に基づく意見書の要旨

縦覧期間 自 令和 4年 (2022年)2月 24日

至 令和4年 (2022年 )3月 10日

意 見 書 の 要 旨 対 応 策 意 見 者

上
河
原
崎

。
中
西
地
区
　
地
区
計
画

意見書の提出なし

賛成 0名 反対 0名   その他 0名 合計 0名
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